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取扱説明文

警告

禁　止 

運転や視界の妨げになる位置に取り付けない

前方の視界の妨げになる位置など
運転に支障をきたす位置への取り
付けは、事故の原因になります。

禁　止 

取り付け・アース配線等に、保安部品を
絶対に使わない

保安部品（ステアリング・ブレーキ系
統・タンクなど）のボルト・ナット・ビス
を使用すると、事故の原因になります。
説明に従い、付属品や指定の部品を使
用してください。

DC12V-アース車で使用する

本機はDC12 V-アース車専用
です。DC24V車（大型トラック、
寒冷地仕様のディーゼル車など）
には使用できません。
火災や故障の原因になります。 禁　止 

配線・取り付け作業中は、
バッテリーの-端子を必ずはずす

バッテリーの-端子をつないだま
ま配線・取り付け作業をすると、
ショート事故による感電やけがの
原因になります。

● 室内専用のフロントウインドウ貼り付け型のアンテナです。（アンテナアンプ付属）
● 当社車載用テレビ、カーナビゲーションに接続できます。
● 室内に取り付けるため、洗車時の破損や駐車時の盗難の心配がありません。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

安全にお使いいただくために

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が
想定される」内容です。

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）

警告
注意

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

必ずお守りください
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分解禁止 

分解や改造はしない

本機を分解したり改造すると、
発煙、発火の原因になります。

必ず規定容量のヒューズを使用する
また、交換は専門技術者に依頼する

規定容量を超えるヒューズを使用
すると、発煙・発火、故障の原因
になります。ヒューズの交換や修
理は、お買い上げの販売店に依頼
してください。

はがれないようにしっかり取り付ける

取り付け部の接着が弱いと、走行
中にはがれて、事故の原因になり
ます。時々点検してください。

配線・取り付けは、専門技術者に依頼する

配線・取り付けには専門技術と
経験が必要です。
安全のため、必ずお買い上げの
販売店に依頼してください。

禁　止 

コードを破損しない

断線やショートにより、感電や火災
の原因になることがあります。
●車体やねじ・可動部（シートレール
など）への挟み込みで破損しないよ
うに引き回す。

●傷つける、無理に引っ張る、折り曲げ
る、ねじる、加工する、熱器具へ近づ
ける、重いものをのせるなどしない。

注意

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

■ について
本製品は、可能な限り破損しにくい設計になっていますが、フィルムタイプアンテナという製品の性質上、
やむを得ず十分な強度が得られない箇所があります。

本書では、そういった箇所を で表しています。

このマークの箇所は、絶対に、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじるなどしないでください。
破損の原因になります。

取扱注意 

取扱注意 

貼付許容範囲内に取り付ける

国土交通省の定める保安基準に適
合する位置・寸法（貼付許容範囲内）
に貼り付けないと、道路交通法違反
となります。
貼付許容範囲については、本書の
「貼付位置について」をご覧ください。

● 貼り付け・配線をするためには、フロントウインドウ周りの内張り（ピラー・ルーフライニングなど）
を一時的に取りはずす必要がありますので、ご了承ください。

● 受信感度を確保するため、アース板を貼り付ける部分（フロントウインドウ周りの金属部）の
塗装をはがす必要がありますので、ご了承ください。
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